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国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング（議事録） 

 

（開催要領） 

１ 日時 平成26年９月29日（月）11:32～12:15 

２ 場所 永田町合同庁舎８階Ｃ会議室 

３ 出席 

＜ＷＧ委員＞ 

座長 八田  達夫 大阪大学社会経済研究所招聘教授 

委員 原   英史 株式会社政策工房代表取締役社長 

＜関係省庁＞  

    朝川 知昭 雇用均等・児童家庭局保育課長 

    竹野 佑喜 雇用均等・児童家庭局保育課課長補佐 

    山本 大作 雇用均等・児童家庭局保育課保育士対策係長 

＜事務局＞ 

       宇野 善昌  内閣府地域活性化推進室参事官 

 

（議事次第） 

１ 開会 

２ 議事 保育士配置基準の緩和及び都道府県限定保育士（仮）の創設 

３ 閉会 

 

 

○宇野参事官 それでは、国家戦略特区ワーキンググループを開催したいと思います。 

 保育士等の配置基準ということで、株式会社ポピンズから色々な提案をいただいており

ますので、お手元に提案書について配付されていると思いますが、それに基づきまして厚

生労働省の現行制度の考え方などを御説明いただいて、御議論いただくことにしたいと思

います。 

 本日、ワーキンググループは基本的に公開になっておりますが、公開という取扱いでよ

ろしいでしょうか。始め10分程度簡潔に御説明いただいて、議論に入るという形でお願い

したいと思います。 

 それでは、座長、よろしくお願いいたします。 

○八田座長 今日はお忙しいところお越しくださいまして、ありがとうございました。 

 この間、成長戦略で１年に２回の試験をやることができることをきちんと知らせること

が決まりまして、それに絡んだ具体策の提案がありましたので、いずれは区域会議で議論

されることになると思いますので、前もってということでこれについて御説明をお願いし
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たいと思います。よろしくお願いいたします。 

○朝川課長 厚生労働省の保育課長でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、横紙カラーで置いていただいている紙のクリップを外していただいて、一番

下になっています紙を御覧いただければと思います。「国家戦略特区における保育士・保

育所制度に関する提案に対する考え方」という紙です。 

 上はポピンズに御提案いただいている内容ですけれども、二つ御提案をいただいており

まして、保育士の代わりに、それ以外の専門職で置き換えることができるようにするとい

うのが一つ目。二つ目は、保育所の試験について独自に都道府県がやった合格者にその都

道府県限定の資格を付与することにしたらどうかという御提案でございます。 

 考え方ですけれども、まず上の点につきましてですが、一つ目の保育所の最低基準につ

いてですけれども、この最低基準は条例で都道府県、指定都市、中核市に定めていただい

ておりまして、最低基準というのは言葉のとおり最低の基準でございまして、子どもの健

康、安全、発達に直接影響する事項ということで、従うべき基準ということで定めさせて

いただいております。 

 二つ目の○ですけれども、従うべき基準の内容が１枚目に置いてあった黄色と青の紙で

すが、この点線箱囲みの中にありますとおり、保育士、要するに職員については基本的に

保育士でということになっておりまして、これは年齢ごとに配置基準が定まっております。

今回、ポピンズの提案は３～５歳のところについてという提案のように伺えますけれども、

３歳児であれば20対１、４～５歳児であれば30対１という配置になっております。その部

分について御提案をいただいているということでございます。 

 先ほどの紙に戻って二つ目の○ですけれども、保育士以外の者の配置基準への算入につ

いてですが、保育士という資格制度を設けて、その配置を求めておりますが、それは一つ

には子どもの発達を支援するという役割。二つ目は、健康や安全を確保するという役割。

三つ目は、保護者への相談支援を行う。こういう専門職として資格をとった者として位置

付けております。 

 保育について専門的な知識、技術を有する資格でない者に配置基準を緩和するというこ

とは、子どもに直接関わる職種でございますので、質の確保という観点から難しいと私ど

もは考えております。 

 なお、実務経験を有する幼稚園教諭の保育士資格取得につきましては、履修科目あるい

は試験科目を軽減する特例を設けるとともに、受講費支援を行っておりますので、そんな

に難しくなく、保育士資格をとることができるという形にさせていただいております。 

 それは上から３枚目に置いてある、少しカラーのいろんな色がある紙で、頭に「保育士

資格取得の特例について」と書いてある紙でございますけれども、保育士になるためには、

養成施設を卒業されるというルートと、保育士試験に合格するというルートの二つのルー

トがあるわけですが、幼稚園教諭の方について特例を設けており、主なところでいきます

と、下の方で真ん中のところです。赤い点線箱囲みをしてあるところですが、通常であれ
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ば所定科目の34単位履修で筆記試験免除としておるのですが、これを今、特例を講じてお

りまして、実務経験があれば所定科目８科目を履修して筆記試験を免除する。そういうよ

うな特例を置いているところでございます。 

 以上が１つ目の論点について簡単な御説明ですけれども、引き続きまして二つ目の保育

士試験の２回実施の関係でございますが、最初に見ていただいた紙の最後の○です。特区

における保育士試験２回実施についてでございます。国家戦略特区に限定しました保育士

試験の年２回実施につきましては、先ほど御指摘いただきましたとおり、日本再興戦略に

おいて、国家戦略特区の区域を含む都道府県において年２回行うことについて検討すると

いうことで、現在、それを関係都府県に要請しているところでございます。現時点の状況

では、都道府県から正式な返事が来ているということはございません。しかし、今、要請

を行っておりますので、この検討状況を厚生労働省としては見守りたいと考えておるとこ

ろでございます。 

 ちなみに参考資料としまして、上から２枚目に縦紙で保育士の資格取得方法についての

紙を用意させていただいておりますのと、最後２枚は再興戦略の抜粋と、私どものほうか

ら関係都府県に対しまして、要請をした文書を付けさせていただいております。 

 簡単でございますが、説明は以上でございます。 

○八田座長 ありがとうございました。 

 まず今、都道府県が検討している状況を待っているところだとおっしゃったのですが、

これはまさにそこにこういう２番目のものができるかどうかということが大きく影響して

いると思うのです。 

 一つの心配は、独自にやると、試験問題は今の制度でももちろん独自に作っていいと思

うのですけれども、そうすると他府県からたくさん受けに来る。だからここで書いてある

ポピンズの要請では、基本的には資格は全く保育士と同じなのだけれども、効力をそこの

都道府県だけで適用できるようなものにしようというものです。質を下げようということ

では全くありません。 

○朝川課長 地域限定にするというところについては、保育士資格の試験のことも含めて

法律上、書いてありまして、保育士について国の制度としての保育士という仕組みになっ

ていますので、その資格をとったときに効力を限定するということは想定したものになっ

ていません。ですので、その試験の受かったときの効力を限定するというのは難しいので

はないかと私どもは考えているのです。外から入ってくる問題については、東京都がもし

お考えになっているのであれば、東京都とよく我々も相談してみなければいけないと思い

ますが、例えば近隣の県も保育士不足に悩んでいるはずなので、一緒に試験をやっていた

だくとか、何かそういう方法を考えられたほうがいいのではないか。この提案を受けたば

かりですけれども、そういうふうに感じるところでございます。 

○八田座長 その方法もあるでしょうが、一つそれぞれの都道府県が協定を結ぶ方法もあ

ります。割と迅速に試験もできるので、全国の足りないところから殺到するのは避けよう
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ということが目的ならば、非常に合理的な解決方法ではないかと思うのです。それなしで

はなかなか２回というのが実際的に難しいのではないかと思うのです。これによって失わ

れるものはほとんどないのではないでしょうか。 

○朝川課長 失われるものというか、確かに質のところはあるかもしれませんけれども、

受かった人からしてみると、一定レベルの保育士試験に受かったのに、何で私は住所を移

転したときに働けないのかという問題になりますので、保育士試験を受かれば、それは保

育士ということになるわけです。保育士ということになると、法律上それは別に地域限定

される仕組みになっていないので、そこがちょっと難しいところだと思います。実質的に

同じような効果を果たせばいいのではないかと思いますので、それは共通して悩まれてい

る近隣都府県と一緒に考えていただくとか、そういう方策のほうが私は良いのではないか

と思います。 

○八田座長 それもいいと思います。 

○朝川課長 ただ、地域限定とするのは難しいと思います。 

○八田座長 そこが難しいことの根拠があまりよく分からなくて、例えば全国で通用する

というものなら夏にもう一回受け直したらいいでしょう。そうしたら夏でいつでもどこで

も行きます。でもとりあえず、その都道府県の中で働けるようにするには、この資格でい

きましょう。そういうことにすると早いではないですか。 

○朝川課長 一応、その保育士試験という制度は法律上に書いてありまして、都道府県が

実施すると書いてあるわけですけれども、その試験に受かれば保育士になるということな

ので、保育士については地域限定するということが法律上、想定されておりません。 

○八田座長 今度それを法律上で想定しましょうよということです。 

○朝川課長 それは、名前は似ているけれども、別の制度が作られているということだと

思うのです。保育士と言えば児童福祉法上、想定していますのは、全国に流通する効力を

持っている保育士ですので、そこに地域限定をかけるということになると、それは保育士

と言いながらも実は保育士でないという制度になってくると思うのです。 

○八田座長 とにかく特区の中ではできるだけ早くするためにこういう手段を通じますけ

れども、試験もちゃんと保育士のものだし、これはありとあらゆる意味において元来の保

育士なのです。ただし、試験を冬もやるためにはこういうことが役に立つでしょうという

ことです。ですから、もちろん夏に改めて受けたい人はそれを受けてもいいです。それか

ら、将来的にこれを色々な都道府県がやるようになったら、そこの段階でまた考えていい

だろうと思いますけれども、とにかく急いだほうがいいと思うのです。本当に不足してい

るわけですから。私は言い過ぎかもしれないから。 

○原委員 全くそのとおりで、おっしゃっていることは現行法では国全体の資格として位

置付けられているので難しいですということをおっしゃっているのだと思うのですが、だ

からこそ国家戦略特区の提案という話になっているわけでして、特区の中で特例的な実験

としてやってみてはいかがでしょうかということだと思います。２回目の試験を受ける人



5 

 

については、その地域の中でしか働けないということを御認識の上でその試験を受けられ

るわけなので、別にそれで何かお困りになるということではないと思います。 

 それから、これはもしそういうことをやって各都道府県単位で２回やるというところが

広がっていけば、例えば県同士で相互に互換できるようにするとか、そういった形で広げ

ていくということが十分可能だと思いますので、まずはこれをやってみて第一歩を広げな

いことには、今の状況では２回目の試験はどこもやられませんよということになってしま

うのではないかということだと思います。 

○朝川課長 私どもとしては、保育士試験は別に法律上１回に限っているわけではなくて、

都道府県が２回実施していただけるのであれば、それは可能ですということで要請を申し

上げておりますので、そこを端からそれではすぐできないですという結論にはならないと

思っています。まずは全国流通のものを受けられるのに、保育士の方もせっかく試験を受

けて、受かったときに地域限定の資格ですということだと、それは本人にとってもあまり

好ましいことではないと思いますので、そこは普通の保育士試験として実施していただく

のがまず筋ではないかと思います。 

○原委員 自治体でどこからでも、どこで働くのでも受けに来ていただいていいですよと

いうことでやっていただける県が出てくるのかもしれません。それは別に排除するつもり

はないのですが、ただ、現実的にそれで進むかというと、おそらくまず特区の中でこうい

った仕組みを作らないとなかなか進まないのではないかというのがこの御提案で、これは

大変合理的なことだと思うのです。 

○八田座長 冬にこういう制度を作るかと言って、必ずしもこれでやらなければいけない

ということではないですよ。だけれども、都道府県が望むならばこういう手段もあります。

できるだけオプションを増やしてあげましょうということです。 

○原委員 これをやってお困りになる理由がよく分からないです。 

○朝川課長 保育士とは言いながら東京都限定の保育士ということになると、それは想定

している保育士とは違うものなので、一見、何か類似のことをやっているのかもしれませ

んけれども、何で東京限定なんだという話にどうしてもなってくると思うのです。 

○八田座長 今は冬に試験がないために諦めている保育士になれない人がいっぱいいるわ

けだから、そこに救済の手を差し伸べましょうということです。２回やろうということは。

そうすると自治体が２回やることが非常にコストがかかるのならば、コストをなるべく軽

減してあげる手段を考えましょうということです。 

○朝川課長 その趣旨は私も理解しているつもりですけれども、同じことをやるのであれ

ば、それは東京に限らず埼玉だって神奈川だって保育士不足で悩まれている県は共通にあ

るはずなので、そこで一緒に考えるという、そんなに遠くから受けに来ることは基本的に

ないはずなので、それは近隣県で一緒に考えるほうが先ではないかと思うのです。 

○八田座長 それもある。だけれども、これもやりましょうよ。 

○朝川課長 まずそちらの検討をしていただくのが先だと思います。 
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○八田座長 急いでいるのです。そんなに悠長なことを言っていられないでしょう。しか

も今、女性を労働市場に参加させようと思って政府が一生懸命なのだから、ありとあらゆ

る考えられる手を打つべきではないですか。 

○朝川課長 ですので我々も色々な手を打ってきておりますし、保育士試験以外にも色々

保育士確保方策はやってきておりますが、先ほど申し上げた幼稚園教諭を持っていらっし

ゃる方が試験を受けやすくするようにというのも一つですし、色々なことをやってきてい

るわけです。今回の試験２回についても、国家戦略特区の枠組みで議論をしていただいた

結果を踏まえて通知もさせていただいておりますので、まずはそちらの道を考えていただ

いて、その反応もない段階から次のさらなることを考えるというのは順序として違うので

はないかと思います。 

○八田座長 順番としてこうでなければ反応する側が考えるオプションが少な過ぎる。要

するに今、検討しているのだからできるだけ早く、こういうオプションもありますよとい

うことを示すべきではないかというわけです。 

○朝川課長 ポピンズはそういう提案をされていますけれども、私どもは東京都とかそれ

以外のところからも、こういう具体的な相談を受けているわけではありませんので、まず

は２回をなぜ今の枠組みでできないのかというものがないと、我々としてもさらに次の提

案という話にはなかなか進めないというところです。 

○原委員 確かにこの仕組みを使って何らかの都道府県限定という形でやりたいという都

道府県があったほうが、厚生労働省として検討の土俵に乗りやすいのだろうなというのは

理解するのですが、あと、お伺いしたいのは７月にこの要請を出されて、その後、どんな

御反応なのでしょうか。 

○朝川課長 正式な反応は一つもないという状況です。保育士の資格の仕組みがどうです

かという相談が一つ、二つあったところです。 

○原委員 これはそれこそ安倍内閣の最優先課題の一つとしてこの問題に取り組んでいる

中で、やはり何箇月かたってないです。まだしばらく待ちますということでいいのかとい

うことだと思うのです。 

 もう一つ、切り口を変えてお伺いしたいのは、試験を都道府県で実施して、今このポピ

ンズが提案されているような形ではない区域、場所限定の資格という形には法制度上は位

置付けないとして、都道府県が資格をとった人とのお約束としてそこで必ず働いてくださ

いということは、何か方策としてはあり得るのでしょうか。 

○朝川課長 それは先ほどその手の話ができないかを考えて見ていたのですけれども、例

えば医者の世界では医学部に行くときに修学資金を貸し付けて、そのときの条件で地域限

定の働き方みたいなことを既にやられているので、似たようなことができるのかなと今、

頭の中で考えていましたけれども、それは修学資金を貸して、返したらその条件が効かな

くなるので、似たようなことをこの試験で引き直して考えてみると、試験の費用を出すと

して、その際条件などを課すことを都道府県が付けられるというのはあるかもしれないで
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すが、返してしまうとその効力はすぐなくなってしまうので、あまり意味がないかなと。

実効性の問題で難しいかなと先ほどちょっと思っていたところです。 

○原委員 また実効性があまりないですし、仮に何かごく短期間であるとは言え、何らか

のお約束をする期間があったとして、これは破られてしまうと何らかの担保措置というの

はあまりないのですか。 

○朝川課長 そうですね。頭の整理がよくできていませんが、破られてしまうとそれこそ

確かに担保措置はないような気がしますが、もう一つ、これも先ほど考えていただけなの

で頭の中が整理できていませんけれども、試験を受ける条件、要するに試験の募集をする

ときに東京都内の方に限りますといった、そういうものがあるかなと思うのですが、それ

も先ほど考えていたところなのでよく分かりません。 

○八田座長 それはやろうと思ったら法制的に今は問題がありますか。都道府県が勝手に

そういう条件を付けるというものは。 

○朝川課長 先ほど考えただけなのでよく考えなければダメですが、それも担保できるか

という問題が別途あると思うのです。そういう条件で試験を受けられた方で合格をされて、

その後、１～２年して埼玉県で勤めたいといったときに止められるのかどうか。 

○八田座長 それはしょうがないですね。そちらの場合はしょうがない。これだと止めら

れるけれども、それはしょうがないですね。だから多少時間とお金はかかるけれども、寄

留して東京で受けるということになって数を減らすということなのでしょうね。東京と言

ってしまったけれども、東京でなくてもどこでもいいです。 

○原委員 必ずしもポピンズの御提案どおりでなくても、何らかの形で都道府県がインセ

ンティブを持って、自分たちのところで試験が２回目もできるようにということが実現で

きればいいと思うのですが、今お伺いしている範囲でそこは必ずしも実効性ができるのか

なということなので、もし実効性が保てないのであれば、きっちりと区域限定の資格とい

うものを特区で特例的に作ってみるということをやってもいいのではないかと思うのです

が、そこの可能性があるのかも含めて御検討いただけますか。 

○八田座長 自治体にも住所でもっていけるかどうかというのは、私どもも聞いてみたい

と思います。 

 それから、上のあれですね。頂いた文書には保育所に配置する職員と書いてあるけれど

も、これは認可保育所ですね。 

○朝川課長 はい。 

○八田座長 その場合に、まさに幼稚園の先生が試験を年に２回受けられないということ

もあるわけですけれども、小学校の先生とか、他の色々な専門家とか幼児教育の専門家と

か、そういう人を入れることでむしろ多様性ができていい保育サービスが提供できると言

うのです。これは非常に特区向きの制度ではないかと思うのです。認可保育園に対して全

国でいきなり100％保育士というものをやめるわけにはいかないけれども、最も足りないと

ころでもって、かえっていい。こちらのほうが経験上いいんだと言われている仕組みを取
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り入れるというのは、非常に特区向けなのではないかと思うのです。 

○朝川課長 ここの議論は今の試験２回の話と違って実害のある議論なので、ここは基本

的には難しいとしか言いようがないのですが、配置基準のプラスアルファで配置していた

だく分には構いませんのですけれども、最低基準の範囲内ですと、例えば保育所でどうい

う人員配置が行われるかというと、３歳、４歳、５歳にそれぞれ１クラスずつ普通は作ら

れているわけですけれども、そこの保育士が１人違う人ということになりますので、そう

すると保育士でない人が教えることになりますので、それは実害が出てきますので、そこ

は難しいと思います。 

○八田座長 認証保育園でやっているようなことですね。 

○朝川課長 それは認可外の仕組みとしてやられているということですので、私どもは認

可保育所としては幼児教育をしっかりやっていただく施設として、その教育をしっかり受

けてきた資格の人が配置されていないと、やはりダメだと思いますので、そこはプラスア

ルファで置いていただくということではないかと思うのです。 

 幼稚園教諭については、先ほど申し上げたように保育士になりやすいような環境をつく

っていますので、そういうことでお考えいただくしかないと思います。 

○原委員 最低基準を満たしていない認証保育園の場合に、おっしゃるような教育がきち

んとなされていないというのはどう説明されるのですか。 

○朝川課長 それは学校に教員がいるというのと同じなのですけれども、幼稚園にも教諭

がいるわけです。保育所にもそれに相当する保育士がいて、今回、来年から新しい制度が

始まりますが、例えば幼保連携型の認定こども園であれば、教諭と保育士両方の資格を持

っている人というのが、国会で議決をされた法律でそういうことになっているわけでござ

います。 

 その心は、やはり幼児期の発達についてしっかり勉強してきていて、教える能力をしっ

かり身に着けた人が教えないと、その質はちゃんと担保できないだろう。そういうことで

そういうルールになっているわけですので、そうでない例えば美術について能力はあるか

もしれませんが、保育士としての勉強をされてきていない方が通常の保育に１人で入って

子どもを教えるというのは質の低下を招くものである。それは認可保育所の基準としては

認めがたいものであると思います。 

○原委員 世の中に最低基準を満たしているものしかないですということであれば仕方が

ないのですが、現実にこれは東京都の場合に最低基準を満たしていない認証保育園という

ものがあるわけでして、実際に存在するわけですから、最低基準を満たしていないところ

で本当に質の担保ができていないのか。質の担保がそれだとできませんとおっしゃるので

あれば、それは実例があるのでそれに基づいてちゃんと実証されるべきだと思います。 

○朝川課長 これはこの国家戦略特区以外の場でも、ずっと長い歴史を持って議論が続け

られてきている問題ですけれども、認証保育所というのは認可外の枠組みで今、行われて

いるもので、我々の目からすれば、それはできるだけ認可になってほしいと思っている施
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設でございますので、認証保育所があるから認可保育所でできるのではないかというのは、

少し議論が逆さまになっていると思います。 

○原委員 認可保育園になってほしいという希望の問題を聞いているのではなくて、実際

にそういうサービスを提供されているところがあって、本当に質の担保がなされていない

のですか、その確認はどうされているのでしょうかということなのですが。 

○朝川課長 それは何を求めていらっしゃるのかということにもよりますけれども、他の

制度でも、幼稚園でも小学校でも、それは一定の資格を持った人が教えるということで質

の担保ができるわけです。それと同様に、保育所においてもその質の担保をするメルクマ

ールとして、保育士という制度を設けているわけです。残念ながら、その保育士の資格を

持っていない人が一定程度いる形として今、東京都では認証保育所というものがあります

が、それは国の制度から見ますと認可外の保育施設として提供されているものですので、

認可外があるから認可保育所の保育士でなければいけないというところの立証しなさいと

いうのは、少し議論がひっくり返っていると思います。 

○原委員 そんなことはなくて、最低基準の根拠は何なのですかということをお伺いして

いるのだと思うのです。これは特区だけではなく、他の場でも散々議論されていると思い

ますけれども、規制を設けるには合理的な理由がないと規制はやってはいけないことなの

で、この最低基準を定めている理由は何なのでしょうか、根拠は何なのでしょうか。この

最低基準を満たさなければ質が担保できませんとおっしゃるのであれば、それは合理的な

理由がきちんと提示されるべきだと思うのです。 

○朝川課長 それは要するに幼児期の発達をしっかり支援したり、安全を確保したり、そ

ういうことを勉強してなっていただくということで保育所の制度、保育士の制度が出来て

いますので、それを勉強していない人ができることになったら、それは保育所の機能を果

たさないということですので、それを果たすための制度として仕組んでいるということで

す。 

○原委員 この最低基準の書かれている根拠を教えてください。 

○朝川課長 繰り返しになりますけれども、根拠は法律上、認可保育所という仕組みがあ

り、そこに配置する人は保育士である。それは一定の勉強してきた人ですよと。そういう

ことで質の担保をしているわけで、それが保育士でなくてもいいですよとなれば、それは

保育所の制度そのものを誰が担うのかというところがなくなってしまいます。そこを担保

しているのが保育士制度ということですので、保育士の教育内容も専門家の皆様に検討し

ていただいて、こういうことを勉強した人がいいですねということで資格制度が設けられ

ていますので、それを満たしていない人が世の中にいるから、その人でもいいではないか

というのは議論が違うと思います。 

○原委員 保育の制度を全面否定なんか全然していなくて、保育士がいていただいたらい

いのです。当然必要なのです。それで保育士に混じってそれ以外の方もいて教育をすると

いうことでも、機能するのではないでしょうかという提案なのです。 
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○朝川課長 混じってもいいのですけれども、保育士がいて、プラスアルファで補助につ

いているのだったら、我々は否定していませんので、それはあり得ると思います。配置基

準以上に配置していただく人の資格を否定していませんので、それをやっていただければ

いいのであって、例えば１人英語の先生ということになってしまうと、例えば５歳児の配

置のところに英語の先生が当たるということになってしまいますので、そこは保育士の資

格を持っていない人がその５歳児を担当することになってしまうから、そこは問題である

という、そういうことを申し上げております。 

○八田座長 東京福祉ナビゲーションによる第三者委員会が認可保育園と認証保育園の質

の比較をやって、認証保育園のほうがサービスの質が上だという結果が出ています。 

 その主たる原因は、対応に柔軟性があるから父兄に非常に評判がよかったということな

のです。だから原委員が先ほどから聞いているのは、法律に書いてあるからということを

聞いているのではなくて、法律を元々作ったけれども、その後、どういうこれの必要性、

法律の妥当性についての検証を実証的に続けてきましたか。こういう第三者評価による比

較のようなことを、どういうことをやってきましたか。そういうことだと思うのです。 

○朝川課長 評価の枠組みは色々な切り口があっていいと思うのですけれども、最低基準

で決めているのはストラクチャの部分の基本的なところを決めているわけです。第三者評

価はそれ以外のことも含めて、色々な観点から選択がしやすいように評価をしましょうと

いうことですので、そういう評価がされて保護者が選択をしやすくなるということは、私

はいいことだと思いますけれども、ストラクチャの基本的なところを決める、ここは保育

所の制度そのものの肝のところですので、誰を配置するかというのはですね。 

○八田座長 肝なんてでたらめですよ。だからまず実験して、新しい、もっとより良いと

みんなが考えていることへ持っていきましょうよと言っているわけです。 

○朝川課長 いやいや、そこは子どものこれからの将来の育ちのところをみんなで質を上

げてよくしていきましょうという議論を今、新しい制度の施行を控えてやっているところ

で、そのときに保育士資格を持っていない人でいいんですという議論は、到底ちょっと理

解が我々にとっては得られないことであると思っています。 

○八田座長 先ほどから原委員が言っておられるように、６割が保育士であればよい認証

保育園というものがあり、そして、そこで実際に機能しており、それなりにいい評価を得

ている。提案では、７割は保育士ということだから、今の認証保育園よりもより多くの比

率の保育士を想定している。 

 認証保育士の場合には代置する４割の人の資格を厳しくは決めていませんが、ここは代

置する３割の人を、発達心理学や児童心理学の修士とか、そういったレベルのかなりきつ

い要件をきちんと果たそうというわけです。したがって、現状の認可保育園よりは質の高

いものになるのではないかと思います。 

○朝川課長 例えば今回の新しい制度で認定こども園のことを議論するときに、幼保連携

型という認定こども園の類型があるわけですけれども、その配置基準を議論していただき
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ますと、それは一見、幼稚園教諭と保育士は似たような養成課程を経てきているわけです

が、それでもそれぞれの免許をとってもらわないといけないんだ。それは子どもの育ちの

ことを考えると両方の資格が要るんだという議論でそういうことになっているわけですの

で、保育士資格をゆるくしていただくということは、この保育所制度にとっては根幹部分

ですので、そこをないがしろにすることはできないと思います。 

○八田座長 そういう基準を議論する会議から、既得権を持った人は排してやっています

か。ちゃんと客観的な人だけでやっていますか。あるいはそれを使うユーザーの株式会社

とかそういう人たちを入れてやっているのか。要するにこれは既得権のかたまりですから、

そういう人たちに決めさせてはいけない。例えば、保育士養成学校にそういうことを議論

されていたらとんでもない話ですね。そういうことをやっているのではないですか。 

○朝川課長 法案は国会でも議論していただいていますし、その後、子ども・子育て会議

というものが内閣府に置かれていますが、これは株式会社の人も入っていますし、色々な

人が入っている検討会議で、子どもの保育施設の質の確保のためには、こういう保育士の

資格というのは非常に重要である。そういう議論がされています。 

○八田座長 そのときに使われた科学的な根拠を知りたいというのが、原委員のポイント

だと思います。要するに今の法律にあるからとか、どういうプロセスで決まったからとい

うのはどうでもいいから、そのときの議論の根拠になった実証的な数値あるいはきちんと

した評価、アンケートとかそういうものです。そういうものが見たいというのが原委員の

議論だと思います。 

○朝川課長 しかし、人に物を教える人の水準を確保するには、やはりある程度専門家、

これは学者たちですけれども、この世界の専門家がこういう科目を履修した人がなるべき

であるというものがあってしかるべきだと思うのです。そういうものを経て保育士の資格

というものは出来上がっていますので、そこが英知を結集した今の保育士の体系であると

いうことだと思います。 

○原委員 あってしかるべきの話はもうよくて、厚生労働省のおっしゃるような質の担保

が最低基準を満たさない限りできませんというのであれば、最低基準を今、満たしていな

いところについて質がどうなっているのかについての調査というのは、どなたがされてい

るのですか。それは厚生労働省の責務なのか、あるいは都道府県の責務なのか、どちらな

のですか。 

○朝川課長 日頃日常的に保育の事故を起こさないとか、そういうことも含めて指導監督

しているのは地方自治体です。それはそういうことを通じて質の担保をしていただいてい

ますが、制度を作っているのは厚生労働省です。厚生労働省としては保育指針を策定した

り、そういうことで多様な観点から質の確保の対策を講じてきているわけです。その一つ

のあり方として、保育士というのはどういう養成課程を経てきた人が保育所で働く人にふ

さわしいのかということを議論しながら作られている制度ですので、そういう過程で保育

の質についての担保をしてきているということです。 



12 

 

○原委員 だから、そう思っていましたのところは結構なので。 

○朝川課長 思っていましたではないです。そういうプロセスを経ないと議論にならない

ではないですか。 

○原委員 私がずっと聞いているのは、八田座長も言われているように質の担保が本当に

できていないのですか。それはどうやって確認されたのですか。その１点です。 

○朝川課長 質の確保といったときにおっしゃっていることの意味合いですけれども、幼

児期の教育というのは即その瞬間に何か効果が出てくるというものではなくて、大きくな

っていってその効果が出ていくものなので、その時点で何か質を評価しなさいというのは

難しいから、だからこそ教える人の資格について担保をしていきましょうというのが今の

仕組みだという、そういうことでございます。 

○八田座長 言い換えると、認証保育園、現行のものは今はよく見えるかもしれないけれ

ども、将来にわたっては子どもに悪影響を与える制度である。これは甚だ不備な制度であ

るということですね。 

○朝川課長 質の確保の観点からは、国の制度としては十分でないと見えるということで

す。 

○八田座長 子どもにとってよくない制度であるというふうにお考えなのですね。 

○朝川課長 質の担保が不十分な制度になっているのではないか。したがって、認可保育

所になってほしいということを申し上げてきています。 

○八田座長 したがって、認証保育園は質が低いから子どもにとってよくない制度である。

だからこそ認可保育園になってもらいたいということですね。 

○朝川課長 認可保育所という一定の質が確保されたものになっていただきたいというこ

とでございます。 

○原委員 最低基準を満たさないとどういう危険性があるのかというのは、どういう整理

がなされているのですか。それをお示しいただきたいのですが。 

○八田座長 そんなものはないのです。なくて言っているだから。だから規制でやっては

いけないのです。 

○朝川課長 規制のない世界はないわけで、特に子どもの育ちという非常に重要な時期の

質を担保する話ですので、そこについてここに関係している学者などが英知を結集して、

保育士というのはどういう教育をすれば保育士としてふさわしい資格なのかということを

考えていただいて資格制度というものができているわけですので、その資格制度を否定し

てしまったら。 

○八田座長 必要な規制は行わなければいけません。だからその必要性の根拠を示してく

ださいと言っているわけです。実際に認証保育園より認可のほうが優れているという、学

者が示したその実証研究の根拠を示してください。 

○朝川課長 繰り返しになりますけれども、実証研究の意味しているところですが、すぐ

子どもの何かに影響が出てくるという、そういう類のものではありませんから、それは学
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校だってそうです。 

○八田座長 規制している根拠である以上、何らかの長期的な調査をやっているわけでし

ょう。私の考えだけでやっているというわけではないでしょう。 

○朝川課長 私の考えでやっているわけではありませんが。 

○八田座長 勝手な思い込みでやっているわけではないでしょう。 

○朝川課長 ですからそれを、淵源をさかのぼれば法律がそういう仕組みを作り、その法

律に基づいて保育士というのはどういう人がなるべきかということを保育士資格の養成課

程を検討し、そういうことで担保する。それは何か一見して明らかな基準があればいいで

すけれども、アウトカムで、そういうものではないので。 

○八田座長 両親からの評判とか、事故率とか色々あると思います。 

今日の議論は、まず２回試験する方向に関しては、かなりある程度色々な探るべき余地

があったと思いました。住所でやることについて自治体がどの程度それで受け入れやすい

と思っているかを含めてです。 

 さらに、ここのポピンズのような考え方に自治体自身がどういう必要性を感じているか。

それは検討してみる必要があると思います。 

 認可保育所の要件緩和は、長いこと議論されてきた根本的な問題で、我々としては国家

戦略特区にふさわしい実験課題だと思って提案しているわけです。これに関しては追加し

て御検討していただきたいと思います。その際には、その結果を是非教えていただきたい

と思います。 

この問題は、場合によっては、政務まで上げる必要があると思います。そういう性質の

ことではないでしょうか。事務局にもそういう観点から今後、御意見を伺って、進め方を

考えていただきたいと思います。 

 どうもお忙しいところありがとうございました。 


